
（準備する書類） ◎ 日本学生支援機構奨学金申込書 ※

◎…全員 ◎ 給付奨学金確認書

○…対象者のみ ○｢ｽｶﾗﾈｯﾄ入力下書用紙｣ (貸与･給付とも申し込む方のみ)※

○ 在留資格に関する証明書類 ※

○ 社会的養護に関する証明書類 ※

○ 学修計画書

※ 制度の詳細については､｢給付奨学金案内｣をよく読み､理解を深めてください。

※ 採用後も年間を通して手続きがあります｡大学からの連絡をこまめに確認してください｡

2021年6月1日(火)
〆切

申込書類の提出
給付奨学金のみ申し込む場合

給付奨学金のみ申し込む方は、申込
書類を窓口へ提出してください

面接予約 窓口での書類受け取り時、または電
話で予約してください

2021年5月25日(火)～
2021年6月1(火)

日本学生支援機構奨学金は､勉学に励む意欲及び能力を持った学生を支援するための国
の制度です。希望者は､制度を理解し､当事者意識を持って手続きを行ってください。

2021年6月22日(火)
必着

マイナンバー郵送
簡易書留で郵送

申込入力後､一週間以内かつ必着日に
届くよう､日本学生支援機構へ郵送

2021年6月1日(火)～
2021年6月8(火)

面接
貸与奨学金も申し込む場合

申込書類をすべて持参の上、面接を
受けてください
給付のみ申し込む方は面接不要

2021年6月15日(火)
〆切 スカラネットより申込

ミスなく入力し､受付番号を控えてく
ださい

書類一式と引き換えにスカラネットユーザID･PWおよびマイナンバー提出書を交付

下記の期日･期限を厳守し､申込み手続きを行ってください。

2021年5月18日(火)～ 説明動画の視聴 必ず視聴してください

申込書類の準備 貸与奨学金も併せて申し込む場合､
※印の書類は1部用意してください

2021年8月10日(火) 初回振込日･採否通知
振込も通知もない方は翌月以降に繰越

【採用】K-SMAPYⅡでお知らせ
【不採用】
　　8月下旬に不採用通知を郵送

2021年8月下旬～ 採用後の手続き
採用後の手続きについて、
K-SMAPYⅡでお知らせ予定

授業料減免の認定に
関する書類提出

｢授業料等減免の認定に関する申請
書｣｢振込口座届｣を窓口へ提出
（申込入力後の受付番号を記入）

2021年6月22日(火)
〆切

2021年度 高等教育の修学支援新制度 日本学生支援機構給付奨学金 申込案内（学部）

申込み～採用までの流れ

スカラネット入力下書用紙は､

原本･コピーとも面接に持参
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【月額】 【月額】 【一時金】 【月額】

【収入･所得の上限額の目安】 入学時の申込みのみ

【第一種､併用(第一種+第二種)､第一種+入特増のみ対象】

 2017年度以降入学者で下記のいずれかに該当する場合､第一種の家計基準､学力基準を満たしているとみなします。

ア）市区町村民税所得割額が｢０｣円　イ）生活保護受給世帯　ウ）社会的養護を必要とする人　
ウの場合は｢施設在籍証明書｣もしくは｢児童(里親)委託証明書｣等の提出が必要です。(ア､イは証明書不要)

貸与奨学金
給付奨学金

推
薦
基
準

あり

給付奨学金を受ける場合､金額
が変わります。

奨
学
金
金
額

入学時特別増額貸与奨学金
（入特増）とは･･･
｢国の教育ローン｣要件を満
たし､申し込んだが､審査の
結果､利用できなかった人
が対象

家
計
基
準 ②に必要な書類

 1.申告書(学校配付)
 2.融資できない旨を記載
　 の通知文コピー
 3貸与総額増額願
　(3は第二種､併用のみ/
　 学校配付)

認定所得金額とは･･･
年間の収入および所得金額
の合計から､支援機構の規
定に基づき､特別控除等を
差し引いた金額

学
力
基
準

併せて貸与される奨学金の
基準が適用されます

緩
和
要
件

原則なし
成績不振で要返還となる場合あり利息

奨学金
種別 第一種 第二種 入学時特別増額貸与

なし あり（利率 最大年３％）

返還義務

生活保護を受けている生計
維持者と同居している人及
び児童養護施設等から通学
する人は､(　)内の金額

日本学生支援機構 奨学金制度の概要

20,000円 80,000円

30,000円 90,000円

40,000円 100,000円

50,000円 110,000円

60,000円 120,000円

70,000円

全学年共通

400,000円

500,000円

入学時のみ

100,000円

200,000円

300,000円

無条件で申込み可

②認定所得0円超

国の教育ローンを申込み､

融資を断られた後､必要書

類を学校へ提出

①認定所得0円以下

この申込案内の３ページ

を確認してください。

【資産基準】

申込日時点で､学生本人と

生計維持者の資産額の合

計が､基準額以上の場合､

申込みできません。

〈生計維持者が2人〉

2,000万円未満

〈生計維持者が1人〉

1,250万円未満

生計維持者1人が給与所

得者の場合の､上限額の

目安

本人･母(ひとり親)

402万円

本人･母(ひとり親)

･高校生

457万円

本人･両親･高校生

＊親1人は無収入

461万円

単位：万円

自宅 833 1090 783
自宅外 880 1137 830
自宅 735 1063 676

自宅外 795 1110 743
自宅 804 1147 753

自宅外 851 1194 808
自宅 1038 1416 1000

自宅外 1132 1510 1094

自宅 425 682 375
自宅外 472 729 422
自宅 340 655 299

自宅外 387 702 346
自宅 396 739 353

自宅外 443 786 400
自宅 630 1008 592

自宅外 724 1102 686

2018年度以降入学者が第一種最高月額を借りる場合､
｢併用貸与｣の家計基準が適用されます

世

帯

人

数

2人

3人

世

帯

人

数

給与所得以外の世帯

第二種 併用貸与
第一種+第二種

通

学

形

態
第一種

通

学

形

態

給与所得の世帯

第二種 併用貸与
第一種+第二種

第一種

2人

5人

4人

4人

3人

5人

本年度入学者

1または2

１.高等学校3年間の成績の評定平均値が3.5以上または

　  入学者選抜試験の成績が入学者の上位1/2以内

２.高等学校卒業程度認定試験合格者

昨年度以前

入学者

1および2

１.本人の属する学部(課)の上位1/3以内

２.昨年度までの修得単位数が標準修得単位数

　  (1学年当り31単位)以上
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【１】学業成績に係る基準
次の１～４のいずれかに該当すること。

　１.高等学校3年間の評定平均値平均が3.5以上

　２.入学試験の成績が上位1/2以上

　３.高等学校卒業程度認定試験合格者

　４.｢1｣を満たさないが学修計画書にて意欲や人生設計が確認できる

次の１～2のいずれかに該当すること。

　１.昨年度までの累積GPAが、所属する学部･学科等の上位1/2以上

　２.標準単位数(1学年当たり31単位)以上修得済でかつ学修計画書にて意欲や人生設計が確認できる

【２】適格認定に係る基準
 1　修業年限で卒業又は修了できないことが確定したこと

 2　修得した単位数の合計数が標準単位数の5割以下であること。

 3　履修科目の授業への出席率が5割以下であることその他の学修意欲が著しく低いと認められること。

〈高等学校卒業の場合〉
卒業後､3年を経過していない期間に入学していること。

例：2018年3月卒業の場合　 2020年4月入学…申込可　2021年4月入学…申込不可

〈高等学校卒業程度認定試験合格者の場合〉

※その他の場合は､大学へお問い合わせください。

ア．実家（生計維持者いずれもの住所）から大学等までの通学距離が片道60キロメートル以上（目安） 

イ．実家から大学等までの通学時間が片道120分以上（目安） 

ウ．実家から大学等までの通学費が月１万円以上（目安） 

エ．実家から大学等までの通学時間が片道90分以上かつ、交通機関の運行本数 が1時間当り1本以下（目安） 

オ．その他やむを得ない特別な事情により、学業との関連で、実家からの通学が困難である場合

廃止

｢自宅外通学｣は､下記ア～オいずれかを満たし､かつ家賃を払う場合のみ､｢自宅外通学｣を選択
できます。採用後に､賃貸借契約書･入寮証明書等を提出する必要があります。

第一種奨学金と給付奨学金を同時に受ける場合､第一種奨学金は下表の金額になります。

高等学校卒業､もしくは高等学校卒業程度認定試験の受験資格取得年度および合格年度より､一
定期間内に入学した人が対象です。

0円0円
自宅外通学自宅通学

第Ⅲ区分
第Ⅰ区分・第Ⅱ区分

※採用時に第一種奨学金の月額が0円であっても、年に1度（10月）の区分見直しで第Ⅱ区分もしくは区分外
となったとき振込が再開します。

１年次

新規に申し込むためには､【１】の学業成績に係る基準を満たしている必要があります。
(【１】を満たしていても､【２】の廃止基準に当てはまる場合は､申込資格がありません。)

※ 申込資格を満たさないが、災害･傷病その他のやむを得ない事由がある方､社会的養護を必要とする方は申し込み
    できる場合がありますので､面接時にご相談ください。

※すでに第一種奨学金を貸与中の場合、遡及して給付奨学金に採用されることで、振込済の第一種奨学金の返
金を求められることがあります。

学
業
成
績
に
係
る
基
準

２年次
以上

　高等学校卒業程度認定試験の受験資格を取得した年度（16歳となる年度）の初日から、認定試験に合
格した日の属する年度の末日までの期間が５年を経過していない人（５年を経過していても、毎年度認定
試験を受験していた人は含みます）で、かつ認定試験に合格した日の属する年度の翌年度の末日から大学
等へ入学した日までの期間が２年を経過していない人

19,200円21,700円（20,000円、30,300円）

学業成績等に係る基準

自宅外通学について

給付奨学金受給中の第一種奨学金の貸与月額

大学への入学時期による基準
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【給付奨学金確認書の記入】 ✔

① マイナンバーID

② 提出年月日…申込日を西暦で記入

③ 本人記入欄…住所は､現住所を記入※｢住民票の住所｣と相違しても構いません

④ 学籍番号…アルファベットを除いて記入（例:219999）

⑤ 生計維持者…給付奨学金案内P１２参照

⑥ 親権者記入欄…学生が未成年の場合､親権者本人が自筆で記入

（親権者が２人いる場合は､必ず２人とも記入）

⑦ 学校番号　渋谷キャンパス　304012 01

　　　　　たまプラーザキャンパス　304012 02

※ダウンロードする場合は､必ず両面印刷してください（片面印刷無効）

※必ず､各欄の該当者本人が自筆で記入

【スカラネット入力下書用紙の記入】※貸与奨学金を併せて申し込む方のみ ✔

・入力内容の確認にも使うため､正しく完全記入

・通帳コピーを貼付してください

・原本､コピーとも持参してください

【在留資格および在留期限が分かる証明書】 ✔

下記のいずれかを提出してください。（在留期間が過ぎている方は､延長申請中の書類コピーも提出）

 在留カード（コピー）

 特別永住者証明書（コピー）

 住民票の写し（原本）

【社会的養護に関する証明書】 ✔

18歳になる前日まで児童養護施設に入所していた､
または里親による養育を受けたことが分かる

日付が記載された､以下のいずれかの証明書。
（親権者の同意が得られない場合は､上記に加え､｢奨学金契約の追認に関する意思表明書｣｢意見書｣を提出）

「施設等在籍証明書」（施設長発行）

「児童（里親）委託書」（児童相談所発行）

「措置解除決定通知書」（同上）等（コピー）

【マイナンバーが提出できない場合の書類】 ✔

生計維持者が海外に居住していて住民税を課税されていない場合､マイナンバー提出書に署名

できない場合等は｢海外居住者のための収入基準額算出ツール兼申告書｣､｢マイナンバー代用

書類提出台紙｣(様式10)及び｢年収等の実績計算書｣(様式11)を提出してください。

【学修計画書】 ✔

GPA順位(累積)が､上位1/2以内ではないが､標準単位数以上を修得している場合に必要です。

（GPA学科順位(累積)が上位1/2でなく､かつ標準単位数を満たさない場合は申し込み対象外です）

【大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免の認定に関する申請書】 ✔

【振込口座届】 ✔

以下は､給付奨学金とともに､授業料等減免を申し込むための書類です。スカラネットより申込入力後､
受付番号を記入し､大学へ提出してください。

申込み書類（すべて揃えて提出してください）

【問合せ先】 渋谷キャンパス 学生生活課 （平日のみ） 9:00～12:50、13:50～16:30

〈住所〉〒150-8440   東京都渋谷区東４－１０－２８ 〈電話番号〉03-5466-0146

たまプラーザキャンパス たまプラーザ事務課 （平日の火･木のみ） 10:00～12:45､13:45～16:00

〈住所〉〒225-0003  神奈川県横浜市青葉区新石川３－２２－１ 〈電話番号〉045-904-7718
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